
％

％

％

％

人 人 人

人 人 人

人 人 人

人 人 人

人 人 人

人 人 人

人 人 人

人 人 人

人 人 人

人 人 人

人 人 人

人 人 人

44 歳 5,742 千円

11 0 0 11 22

平成29年度（決算） 62 歳 4,278 千円

11 0 0 11 12

職員数 11 0 0 11
平成29年度

役員数 1 0 1 0

千円

平成28年度（決算） 61 歳 3,510 千円 43 歳 5,503 千円

5,339 千円

平成27年度（決算） 64 歳 3,519 千円 44 歳 5,374

歳 5,140 千円

平成26年度（決算） 63 歳 3,519 千円 43 歳

平成25年度（決算） 62 歳 3,517 千円 42

23

役員平均年齢(常勤) 役員平均年収(常勤) 職員平均年齢(常勤) 職員平均年収(常勤)

職員数 12
平成28年度

役員数

0 0 12

0 0 10 11

14 0 0 14 24

101 0 1

10

11 0 0 11

0

0 0 10 11

職員数 10 0 0 10

0 0 14 24

平成27年度
役員数 1 0 1 0

職員数 10 0 0 10 14

0 10 0 1 9 11

8 0 0 8 19

平成26年度
役員数 1 0 1

10 1 0 9 11

職員数 11 0 0 11
平成25年度

役員数 1 0 1 0

合計
市派遣 市OB その他 市職員 市OB その他

千円

設立目的等
　国際化のための事業を効果的かつ積極的に実施することにより、熊本市の活性化に寄与するととも
に地域の国際化の醸成に貢献し、もって、恒久なる世界平和と安定に資する。

組織の状況（4月1日現在）

常勤
内訳 非常勤/嘱

託・臨時等

内訳

千円

（割合） 100.0 ％

市の出資額 180,000 千円
千円

出資額 割合

千円

熊本市中央区花畑町4番18号

代表者職氏名 理事長　吉丸良治 所管局課 政策局　総合政策部　国際課

基本財産 180,110 千円

その他
主な出資者

団体名

団体名 一般財団法人熊本市国際交流振興事業団

設立年月日 平成5年3月1日 所在地

11 0 0 11
平成30年度

役員数 1 0 1 0 12

職員数 11 0 0 11 10 0 0 10 21

平成30年度（決算） 63 歳 4,624 千円 45 歳 5,565 千円



インターンシップ受入事業、国際交流ボランティア活動事業、地域国際化推進事業、体
験学習受入プログラム、青少年国際交流活動助成事業等

多文化共生社会づくり推進事業
多文化共生のまちづくり推進事業、日本語支援事業、地域サポート(医療通訳ボランティ
ア派遣制度等）、外国人のための防災事業、外国籍子どもの教育事業等

フェアトレードステーション事業

フェアトレードステーション事業 フェアトレードカフェ運営事業、フェアトレード啓発事業等

国際化推進事業
グローバルカレッジ、留学相談、韓国ホームステイ、国際交流サポートセンター管理運
営、海外紹介事業、日本文化体験事業、NGO協働支援事業、各種事業推進事業等

地球市民育成事業

多文化共生社会づくり推進事業
多文化共生のまちづくり推進事業、日本語支援事業、地域サポート(医療通訳ボランティ
ア派遣制度等）、外国人のための防災事業、外国籍子どもの教育事業等

グローバルカレッジ、留学相談、韓国ホームステイ、国際交流サポートセンター管理運
営、海外紹介事業、日本文化体験事業、NGO協働支援事業、各種事業推進事業等

地球市民育成事業
インターンシップ受入事業、国際交流ボランティア活動事業、地域国際化推進事業、体
験学習受入プログラム、青少年国際交流活動助成事業等

文化施設管理運営・まちづくり推進事業
熊本市国際交流会館管理運営、世界音楽交流事業、レンタサイクル事業、まちづくり推
進事業等

フェアトレードステーション事業 フェアトレードカフェ運営事業、フェアトレード啓発事業等

主要事業名（Ｈ27） 事業内容

フェアトレードカフェ運営事業、フェアトレード啓発事業等

主要事業名（Ｈ28） 事業内容

文化施設管理運営・まちづくり推進事業
熊本市国際交流会館管理運営、世界音楽交流事業、レンタサイクル事業、まちづくり推
進事業等

国際化推進事業

国際化推進事業
各種語学教室、留学相談、韓国ホームステイ、国際交流サポートセンター管理運営、海
外紹介事業、日本文化体験事業、NGO協働支援事業、各種事業推進事業等

地球市民育成事業
インターンシップ受入事業、国際交流ボランティア活動事業、地域国際化推進事業、体
験学習受入プログラム等

多文化共生社会づくり推進事業
多文化共生のまちづくり推進事業、日本語支援事業、地域サポート、外国人のための防
災事業、外国籍子どもの教育事業等

多文化共生社会づくり推進事業
多文化共生のまちづくり推進事業、日本語支援事業、地域サポート、外国人のための防
災事業、外国籍子どもの教育事業等

主要事業名（Ｈ26） 事業内容

文化施設管理運営・まちづくり推進事業
熊本市国際交流会館管理運営、世界音楽交流事業、レンタサイクル事業、まちづくり推
進事業等

主要事業名（Ｈ25） 事業内容

文化施設管理運営・まちづくり推進事業
熊本市国際交流会館管理運営、世界音楽交流事業、NGO協働支援事業、レンタサイク
ル事業、フェアトレードステーション事業、各種事業推進事業

国際化推進事業
各種語学教室、留学相談、韓国ホームステイ、国際交流サポートセンター管理運営、人
づくり推進事業、海外紹介事業、日本文化体験事業等

地球市民育成事業
人づくり推進事業、国際交流ボランティア活動事業、地域国際化推進事業、体験学習受
入プログラム等



208,844

209,484

▲ 640

市の関与率（％）

53,247

222,127

204,818

216,310

▲ 11,492

平成29年度
（決算）

285,489

資
産

総資産額 256,514 254,345

54,549

230,939

282,273 290,754

総負債額 38,377

地球市民育成事業
インターンシップ受入事業、国際交流ボランティア活動促進事業、地域国際化推進事
業、体験学習受入プログラム、青少年国際交流活動助成事業等

多文化共生社会づくり推進事業
多文化共生のまちづくりサポート事業、日本語支援事業、地域サポート事業(医療通訳
ボランティア派遣制度等）、外国人のための防災事業、外国籍子どもの教育事業等

フェアトレードステーション事業 フェアトレードカフェ運営事業、フェアトレード啓発事業等

主要事業名（Ｈ29） 事業内容

128,145 124,774 112,876 114,726 112,722

63.2% 63.4% 58.6% 60.4% 54.0%

その他 0 0 0 0 0

（うち随意契約額） 290 400 1,380 246 1,736

委託料 3,006 11,316 1,380 246 1,736

0

指定管理料 125,139 113,458 111,496 114,480 110,986

196,926 192,516 189,983

0 0 0

平成27年度
（決算）

平成28年度
（決算）

▲ 11,390

経常支出額 202,619 199,297 195,664

補助金

201,373

経常収支額 84 ▲ 2,371 ▲ 3,148

収
支

経常収益額 202,703

正味財産額 218,137 215,865 235,450 221,119

文化施設管理運営・まちづくり推進事業
熊本市国際交流会館管理運営事業、まちなか文化芸術振興事業、レンタサイクル事
業、まちづくり推進事業等

国際化推進事業
グローバルカレッジ、留学相談、韓国ホームステイ事業、国際交流サポートセンター運営
事業、海外紹介事業、日本文化体験事業、NGO協働支援事業、各種事業推進事業等

38,480

区分
平成25年度
（決算）

平成26年度
（決算）

平成27年度
（決算）

平成28年度
（決算）

主要事業名（Ｈ30） 事業内容

文化施設管理運営・まちづくり推進事業
熊本市国際交流会館管理運営事業、まちなか文化芸術振興事業、レンタサイクル事
業、まちづくり推進事業等

国際化推進事業
グローバルカレッジ、留学相談、韓国ホームステイ事業、国際交流サポートセンター運営
事業、海外紹介事業、日本文化体験事業、NGO協働支援事業、各種事業推進事業等

地球市民育成事業
インターンシップ受入事業、国際交流ボランティア活動促進事業、地域国際化推進事
業、体験学習受入プログラム、青少年国際交流活動助成事業等

多文化共生社会づくり推進事業
多文化共生のまちづくりサポート事業、日本語支援事業、地域サポート事業(医療通訳
ボランティア派遣制度等）、外国人のための防災事業、外国籍子どもの教育事業等

フェアトレードステーション事業 フェアトレードカフェ運営事業、フェアトレード啓発事業等

平成30年度
（決算）

275,374

財務の状況（金額：千円）

46,823 69,635

平成30年度
（決算）

0

110,986

8,560

市からの収入（金額：千円）

区分
平成25年度
（決算）

平成26年度
（決算）

平成29年度
（決算）

0

8,560

0

119,546

58.4%

備考（内訳等）

合計



課題に対する取組

　以下の取り組みを実施した。
・会館における多言語相談対応
・在住外国人等への日本語教育サポート
・外国籍の子どもの教育相談
・病院や学校への通訳訪問
・市保健子ども課等と連携した外国人の赤ちゃん世帯への訪問支援　等

① 利用料金収入予算額を確実に収入できるビジネスプランの構築（広報、付加価値サービ
ス）とその展開、また、指定管理料、利用料金収入以外の収入事業の創設
② 上表②に記載するア～エの事業の切り分けを多角的な視点からの検討、及び職員数に見
合った事業展開
③ 専門機関とのネットワーク構築と連携強化
④ 新規雇用及び働き甲斐のある職場の創造
⑤ 市民ボランティア参画型の事業展開

◆公益性の観点に立った外郭団体の必要性及び役割の明確化

（1）外郭団体の必要性の明確化

外郭団体として
の必要性

　市の国際化指針や東アジア戦略で示されている「世界に開かれた活力ある都市」、「東ア
ジアから選ばれる都市」の実現には、継続性と専門性を有する民間国際交流組織としての事
業団の活動が不可欠である。現在のグローバル化及び在住外国人の増加と定住化に伴い、今
後、ますます多様化することが予想される多文化共生社会におけるニーズに対応し、公的
サービスを安定的に供給するためには、行政機能を補完代替する役割を担っていく。

　これまでの取組を引き続き実施するとともに、以下の取組等を実施した。
・相談業務及び通訳派遣コーディネートとして多文化ソーシャルワーカー活動（電話でのア
ドバイス、翻訳・通訳、手続き補助、代行業務等）を行い、問題解決までサポートを行っ
た。
・熊本・外国ルーツの子どもたち支援連絡協議会での定期的な会議を重ね、県内4回の研修会
を開催した。

平成２６年度
取組状況

平成２８年度
取組状況

【経営改革計画】

改革の方向性

３　公益的事業の推進を図っていく団体

　平成２５年４月に「地域国際化協会」に認定されたことに伴い、今後は行政と民間、市民
一人ひとりを繋げる中間的支援組織として、本市の国際化指針に掲げる「世界に開かれた活
力ある都市の実現」に向けて、市と連携を図りながら公益性の高い事業に取り組むために、
自主財源の確保を行っていくとともに、引き続き公益財団法人を目指す。

改革を行うにあたって
の今後の課題

① 公益事業を展開するための自主財源の確保
② 以下の事業の整理及び役割の明確化
　ア．地域国際化協会としての事業
　イ．市の外郭団体としての公益事業
　ウ．指定管理事業
　エ．公益事業を効果的かつ確実に行うための収益事業
③ 進展する多言語・多文化社会で誰もが自分らしく生きていける共生社会と豊かな未来を構
築するための専門性の強化

　地域社会の活性化や発展、特に平成28年熊本地震からの復興において、外国人を孤立させ
ない社会づくりが必須であり、専門的な知識を有し、行政機関を補完する役割を担う組織と
して、以下の取組を実施した。
・地震の際、国際交流会館の避難所運営を行うとともに災害多言語支援センターを開設。災
害本部から出される災害情報を多言語に翻訳し、館内での掲示、ホームページ掲載及びSNS等
での発信を行った。更には、避難所巡回を行い、各避難所にいる外国人の支援を行った。
・地震後、外国人コミュニティ会議を開催し、外国人と共に必要な支援について話し合い、
外国人被災者のための生活相談会を計4回実施し、外国人の不安解消に努めた。
・地震後、外国人コミュニティとの会議を経て、地震そのものについての知識不足からどの
ように行動すべきかわからず不安だったとのことから、地震セミナー、避難所の仕組み、地
震時に取るべき行動など実践に即した訓練を実施した。
・災害メールにおいて、災害警報、緊急災害速報等へ対応した情報配信、データベース構築
に向けた助成金申請準備をおこなった。
・地震時の活動等をまとめた報告書（1版・2版）の発行及び報告会を開催した。
・熊本地震の経験を伝える講演活動を全国で行った。

平成２７年度
取組状況



平成２９年度
取組状況

　熊本地震の外国人被災者支援活動では、平時における地域内での外国人コミュニティや民
間支援団体、地域外での他県の地域国際化協会や多文化共生マネージャーとの「つながり」
が活かされた。この事業団の実践と専門性が全国的にも評価され、全国から32件の講演依頼
を受け対応した。
その他、以下の取組等を実施した。
・これまでの災害メール配信システムに安否確認（メール開封確認）機能を付加するととも
に、熊本地震で配信した多言語情報や自治体国際化協会の多言語表示情報をテンプレート化
し、災害情報を速やかに配信できる災害時等外国人支援システムを構築した。本システム
は、旅行者などの短期滞在者も、滞在期間を入力することで、災害情報等を受け取ることが
できる機能も備えた。
・東区で日本語教室を開設し、日本人・外国人住民が交流を通して支え合える関係づくりを
構築する活動を開始した。
・第2回目となる医療通訳ボランティア養成講座を実施し、22名を育成した。提携医療機関が
5医療機関に増え82件の派遣を行った。
・災害に際しては、外国人コミュニティと地域のつながりが重要であることから、当該コ
ミュニティの活動や文化を理解するためのサロンを実施した。
・災害情報ボランティア及び外国人コミュニティリーダーの育成に向けたオリエンテーショ
ンを実施し、災害時に必要となる人材像や翻訳スキル、また情報提供の必要性などを説明し
た。

　総　評

　市の国際化指針に基づき、外国人住民への多言語相談や医療・保健分野での通訳、日本語
支援、防災訓練、外国ルーツの子ども支援を通して外国人・日本人住民との共生社会構築を
推進してきたことが、平成28年の熊本地震時に外国人被災者を孤立させない支援に活かされ
た。
　昨今の外国人材の受入拡大などで在留外国人が急増し、グローバル化への対応が必須とな
る中、事業団の必要性が増してきている。
　また、平成30年3月に策定された「熊本市国際戦略」が目指す「世界が認める『上質な生活
都市』」を実現していくには、市と事業団との連携が必須となると考える。

・医療通訳ボランティア派遣件数25件、新たに熊本大学医学部附属病院と協定を締結した。
・熊本県立大学と共同で、子育て編、地域ルール編、学校編、行政手続き編、イスラム教徒
の生活編の生活に即した日本語教材の開発を行った。
・若い世代の国際交流活動を支援する若者国際交流チャレンジ助成金制度を創設した。
・外国ルーツの子ども支援ネットの外国人交流会への助成、また国際交流会館内のスマイル
ステーションコーナーを充実させ、高校生、大学生のボランティア活動の支援体制強化を
行った。
・グローバルカレッジを開設し、国際という視点から熊本を学ぶ講座「まるごと熊本講座」
等を開講した。

公益的事業の推
進

平成２７年度
取組状況

平成２６年度
取組状況

・国立熊本医療センターと協力し医療通訳ボランティア養成講座を開催、修了生を登録し、
依頼に応じて派遣した。
・外国人の防災に関する意見交換会を実施し、災害時における対応ネットワーク構築・必要
な情報や配信方法等について意見交換を実施した。
・地域サポート事業（特に各区役所保健子ども課が実施している赤ちゃん訪問）について、
依頼・訪問・報告の流れを整理し、個人情報の取り扱いや情報の共有のあり方等を検討し
た。（市関係部署との関係）

平成３０年度
取組状況

　災害時の外国人対応の仕組みづくりを進めていくとともに、多文化共生社会の構築を推進
した。
主な取組は次のとおりである。
・昨年度構築した災害情報メールの配信基準を見直し、計11件の災害情報を配信すると共
に、災害時以外でも定期的に行政情報等を多言語で配信した。
・やさしい日本語や災害情報の翻訳等を学び、災害時外国人を地域で支援する災害時外国人
支援多言語サポーターを養成した。
・西区において日本語教室を開設し、日本語学習の支援をする交流サポーター34名を養成
し、月2回の活動を開始した。
・外国人コミュニティとのつながりを重視し連携事業を実施してきたが、更に、外国人コ
ミュニティ間の連携を促進するための会議を開催し、互いの活動の紹介を行い横の連携強化
を図った。
・県内における多文化共生意識調査を熊本県、熊本県立大学と共同で実施した。

　グローバル化や在住外国人の増加に対応し、熊本市を誰にでも暮らしやすくするために、
多文化共生社会の構築を推進する事業やグローバルな視点から地域社会を理解し活動できる
人材を育成する公益事業に積極的に取り組んでいく。また、市民との協働の形で事業を進
め、行政が直接実施するよりも効果的なサービス提供を行っていく。



平成２７年度
取組状況

　国際交流・協力活動に関する以下の事業を実施した。
・医療通訳ボランティア制度のコーディネート
・赤ちゃん訪問事業への通訳同行
・グローバル人材の育成としてのグローバルワークキャンプや国際ボランティアワークキャ
ンプの開催
・外国人コミュニティ会議の開催及び連携した外国人向け防災事業

・医療通訳ボランティア派遣件数27件、新たに福田病院と協定を締結した。
・地域社会と在住外国人をつなぐツールとして「やさしい日本語」の普及・啓発に努めた。
・グローバルカレッジにおいて、地震のアフターケアとして、被災者及び支援者を対象とし
たこころのケアセミナーを実施した。さらに、災害多言語支援センターの運営をとおして、
全国の地域国際化協会スタッフと繋がることができ、今後の災害時の対応・連携について実
践・協議できた。
・外国人のよりどころとなる地域日本語教室の開設について調査を行った。
・夏目漱石の没100年及び来熊120年の記念年として、「ロンドンの漱石探訪ツアー」、「熊
本の漱石草枕探訪ツアー」、「海外での夏目漱石セミナー」、「多様な言語に翻訳された夏
目漱石作品展」を開催し、熊本ゆかりの文豪に対しての理解を深めた。

（2）外郭団体の役割の明確化

平成２９年度
取組状況

・多文化共生社会の拠点となる日本語教室を東区に開設。地域住民による日本語交流サポー
ターを養成し、外国人住民との地域交流のための活動を始めた。
・今後増加が予想される海外からの訪問者に対応するため、文化ボランティア、語学・情報
ボランティア登録者へ研修を実施した。
・医療通訳ボランティアの養成研修を実施した。
・保健子ども課による外国人家庭への赤ちゃん訪問に際して、言語・文化通訳者の同行支援
を行った。
・外国人のための「心の相談室」を開設し、心のケアサポートを行った。

　総　評

　急速に進展するグローバル化に対して、医療通訳ボランティア養成と病院への派遣、外国
人・日本人住民が集い支え合う関係づくりの拠点となる日本語教室の増設など市全体の国際
化を図っていく公益事業を展開してきた。
　また、熊本地震での経験を活かした災害時外国人支援システムを構築（K-SAFE)し、市と事
業団が連携を図り、災害時に外国人を孤立させない防災・災害時支援の取組を開始した。

平成２８年度
取組状況

事業の必要性及
び実施主体の妥
当性

　市の「国際化指針」に基づき、国際交流会館を拠点として、柔軟且つ継続的に国際交流・
協力活動に関する事業を実施しており、今後も各事業の費用対効果を検証しつつ、事業の充
実を図る。

平成２６年度
取組状況

・指定管理者として行う事業と法人として行う事業の住み分けを明確にするとともに、今後
新たに地域国際化協会として取り組むことのできる事業はないか、他の協会の例を参考に検
討を開始した。
・国立熊本医療センターと協力し医療通訳ボランティア養成講座を開催、修了生を登録し、
依頼に応じて派遣を行なった。

平成３０年度
取組状況

・地域日本語教育空白地域である西区に日本語教室を開設した。西区在住の交流サポーター
を養成し、地域情報、交流をテーマに実施。更に、外国人が生活する上でもっとも重要な日
本語の習得に関し、多様化するニーズに対応した日本語教室を実施した。
・大規模災害時に備え、外国人支援システム（K-SAFE）を活用した災害メールの配信や災害
時外国人支援多言語サポーターを養成し、外国人のための防災訓練等で直接外国人支援の研
修を行った。
・養成・研修を行った医療通訳ボランティアを医療機関からの依頼に応じ85件派遣した。多
言語化する依頼にも、外国人コミュニティの協力を元に対応した。
・国際スポーツ大会に向け、「国際スポーツと熊本の国際化」をテーマにシンポジウムを開
催した。いかにこの機会を熊本の国際化の発展につなげていくかを考える機会となった。こ
のシンポジウムがきっかけとなり、新たにグローバルサポーター制度を立ち上げ、熊本の街
中で、在住外国人や外国人旅行者が困っている時に手助けする言語サポーターの登録を開始
した。



　総　評

　グローバル化への対応において本事業団が実施してきた事業は必要であり、行政と市民を
つなぐ地域国際化協会である本事業団が主体的に事業を実施することが妥当である。
　外国人住民の生活向上となる多言語でのきめ細かな情報提供などの支援や日本人住民への
異文化理解などの啓発、また両者が支え合う多文化共生の社会づくりには、事業団が25年間
培ってきたノウハウや広いネットワーク等が必須になるものと考える。
　また、広いネットワーク生かした事業実施、更に各種の助成金を活用した事業の充実を
図った。

平成２８年度
取組状況

　国際交流・協力活動に関し、行政と民間の間の中間的支援組織として、以下の事業を実施
した。
・医療通訳ボランティアのスキルアップ研修を行うとともに、相談のあった医療機関へ制度
の説明を行った。
・外国人から要望の多かった地震のメカニズム等についてのセミナーを開催した。
・地震のアフターケアとして、親子を対象にした心のケア講習を開催した。

平成２９年度
取組状況

　国際交流・協力活動に関し、以下の事業を実施した。
・外国人住民が地域で孤立しないように、日本人住民と交流できる地域日本語教室を東区
（東部公民館）に開設し、そこで活動する日本語交流サポーターの育成を行った。
・日本語支援やサポートセンター等の国際交流ボランティアを対象に「やさしい日本語」の
研修を行った。
・医療通訳ボランティアの新たな養成、フォロー（スキル）アップ研修を開催した。
・医療通訳や赤ちゃん訪問など依頼に応じて派遣を行った。
・地域で活動する民間団体や若い世代の活動を助成し、支援した。

・市からの派遣職員はなし。
・今後は、地域の国際化をコーディネート出来る人材の育成を図るとともに、複雑、多様化
する多文化共生社会の課題解決をコーディネート出来る多文化ソーシャルワーカーの育成を
図っていく。また、文化施設としてのアートマネージャーの育成も図っていく。

平成２６年度
取組状況

　職員の専門性強化を図るため、以下の研修に参加した。
・ＪＩＡＭが開催する多文化共生に関する研修
・文化庁の地域日本語コーディネーター研修
・全国文化施設協議会等の研修　等

平成２７年度
取組状況

　次のとおり研修を通し人材の育成を図った。
・共同企業体より接遇の専門講師を招き、接遇研修、意識向上研修を実施
・熊本・外国ルーツの子どもたち支援連絡協議会として開催する研修会に参加
・全国ボランティアコーディネーター研修集会への参加
・インターナショナル・ビジター・リーダーシップ・プログラムへの参加
・外国人コミュニティ全国会議への参加
・マイナンバー実務セミナーへの参加
・九州ブロックアートマネージメント研修会への参加

◆独立した事業主体としての自主的・自律的な経営の確立

（1）人材の育成と活用

派遣職員の削
減・人材の育成

平成２８年度
取組状況

　多文化共生社会づくりを推進する人材の育成を図るため、以下の取組を行った。
・文化庁主催の日本語教育コーディネーター研修への参加
・外国人コミュニティとの会議を開催
・九州ブロックアートマネジメント研修会への参加

平成３０年度
取組状況

　多文化共生・国際交流・協力活動に関し次の事業を実施した。
・災害時在住外国人の安否確認システムや旅行者等短期滞在者への登録による災害情報配信
システムを構築し、運用した。
・国際交流ボランティアに8種類のボランティア活動の登録制度を設け、希望者が自分にでき
る活動を選択・登録できるようにし、より多くの市民へ国際交流ボランティア活動の機会を
提供した。また、活動内容に応じた研修を行い、登録者のスキルアップを行うと共に、モチ
ベーションの維持にも配慮した。
・高校生、大学生を対象としたワークキャンプを開催し、異文化理解・交流の機会を提供す
るとともに、自ら考え、行動する人材の育成を図った。



平成２９年度
取組状況

・市職員が就任している職はない。
・引き続き民間からの役員登用を継続した。

（2）経営状況の改善

補助金・負担金
の見直し

・現在、市からの補助金・負担金はなし。
・今後も自主財源のみで自主的運営を継続していく。

　多文化共生社会づくりを推進する人材の育成を図るため、次の取組を行った。
・多文化共生マネージャー養成研修への職員の参加
・地域日本語教育コーディネーター等日本語教育に関する研修への職員の参加
・医療通訳派遣等環境整備に関する研修への職員の参加
・第35回開発教育全国研究集会への職員の参加

平成２７年度
取組状況

　市職員が就任している職はない。引き続き民間からの役員登用を継続した。

平成３０年度
取組状況

　多文化共生社会づくりを推進する人材の育成を図るため、次の取組を実施した。
・災害時外国人支援情報コーディネーターを養成するための研修へ参加した。
・地域日本語教育コーディネーター等日本語に関する研修へ参加した。
・医療通訳派遣等環境整備に関する研修へ参加した。
・九州ブロックアートマネジメント研修会へ参加した。
・ワイヤレス法改正対策技術者研修へ参加した。
・多文化共生まちづくり研修として、熊本に住む外国人コミュニティとの連携会議、多文化
共生シンポジウムを開催した。

平成２９年度
取組状況

平成２６年度
取組状況

　総　評

　市からの派遣職員はなかった。
　急速なグローバル化の進展に対して、職員の外部研修会への参加と内部情報共有で全体の
スキルアップを図り、その成果は熊本地震での外国人支援活動で生かされた。
　また、九州各県の地域国際協会とのネットワークや多文化共生各分野の専門機関との連携
で職員の知識や活動が広がり、事業をより効果的に計画、実施することができるようになっ
た。
　更に、雇用の安定を図るとともに、専門性を継続発展させていくために、嘱託職員の無期
雇用制度を開始した。
　今後、ますます進展するグローバル化へ対応するためには、市と事業団の連携が更に必要
であり、職員相互の連携を図るとともに、研修の機会をつくる必要がある。

役員就任の見直
し

・役員の就任については、多様性を確保するため、引き続き民間人の登用を図っていく。
・市職員が就いている監事職については、計画期間内に民間人登用へと移行する。

平成２６年度
取組状況

・指定管理料や利用料金以外の収入事業として、フェアトレードlink caféを開設した。
・フェアトレードlink caféのオープンに伴い、会議室・ホール利用者へのコーヒー等飲み物
のデリバリーサービスを開始した。

平成２８年度
取組状況

・市職員が就任している職はない。
・任期が平成28、29年度までである理事の人事について、30年度以降を見据え検討した。
・引き続き民間からの役員登用を継続した。

　監事職については、全て民間人を登用した。

　総　評
　役員への民間人の登用を推進していたが、グローバル化の進展へ対応していくためには、
市と事業団との更なる連携が必要となる。今後の協力体制について、状況に応じた有効な方
法を検討していきたい。

平成３０年度
取組状況

・市職員が就任している職はない。
・引き続き民間からの役員登用を継続した。



　熊本地震があった平成28年度は、市内の各施設が地震の影響でしばらく再開できないなど
の状況から利用料金が増収となったが、その後は減収が続いている。
　利用料金収入減収は事業団の経営への影響が大きいが、会議室の会場レイアウトや付属設
備の事前セッティング、link cafe のデリバリーサービス等を実施し、利用率向上に努め
た。
　また、事業実施のための人材や財源が不足しており、今後の事業拡大には市をはじめ関係
機関と連携し、経営性を高める等の取組が必要である。

平成２９年度
取組状況

・基本財産等資産の効果的な運用を図った。
・熊本地震後の防災取組に対する講演会等の実施については、総務省、文科省、自治体国際
化協会等の助成金を活用した。

　次の事業については、事業団が実施することで市民の国際化並びに市民及び在住外国人の
交流促進に最大の効果が得られるため、随意契約を行った。
・フェアトレードに関する市民への広報・啓発事業
・蔚山広域市との青少年文化交流事業
・多文化共生地域づくり事業

平成２７年度
取組状況

　以下の事業については、事業団が実施することで最大の効果が得られるため、随意契約を
行った。
・フェアトレードに関する市民への広報・啓発事業
・蔚山広域市との青少年文化交流事業

平成２８年度
取組状況

　以下の事業については、事業団が実施することで最大の効果が得られるため、随意契約を
行った。
・フェアトレードに関する市民への広報・啓発事業

平成３０年度
取組状況

　次の事業については、事業団が実施することで市民の国際化並びに市民及び在住外国人の
交流促進に最大の効果が得られるため、随意契約を行った。
・フェアトレードに関する市民への広報・啓発事業
・熊本市・ハイデルベルク市青少年交流事業派遣業務

平成２９年度
取組状況

平成２６年度
取組状況

・外国人の防災対策や多文化共生サポート事業等の公共性が高く専門性・継続性を要する事
業については、指定管理事業として位置づけた。

平成２７年度
取組状況

随意契約の見直し

・民間団体と連携した支援活動を行っており、国際交流に関する広報活動、イベント等の実
績があることや地域における国際化や多文化共生を積極的に推進していることを理由として
随意契約を行ってきたが、今後は、随意契約理由の精査を実施していくうえで、契約方法等
についても検討していく。

　総　評

平成３０年度
取組状況

　自主財源の確保に努めた。
・収益事業としてグローバルカレッジの企画については、アンケートを行い、ニーズに合わ
せた講座実施に努めた。更に広報にも力を入れ、増収につながった。
・フェアトレードlink caféは、商品の開発、お手軽感のあるランチメニューの提供、また、
熊本商業高校の熊商デパートや千原台高校の千原台マーケット等でのフェアトレード商品の
外部販売を行い、収入の増加に努めた。
・文化庁スタートアッププログラムや国際交流基金の助成金を活用した。

平成２８年度
取組状況

・熊本地震による国際交流会館の利用減、フェアトレードlink caféの収入減は大きな懸念事
項であり、文科省等の外部助成金を活用した。

　平成26年度に策定した事業団運営計画に対応し、利用料金や事業料収入等を確実に収入で
きるように、ニーズに合った事業企画・計画や効果的な広報を行った。
　また、基本財産の効果的な運用を図るとともに、次のとおり外部助成金を積極的に活用し
た。
・文部科学省青少年教育施設を活用した国際交流事業採択
・阿蘇くまもと空港団体利用促進事業採択
・地域国際化協会連絡協議会研修助成金制度を活用した研修への参加
・利用者サービスとして、各会議室へフェアトレードlink caféよりコーヒー等のデリバリー
サービスを実施



　総　評

　計画期間中の随意契約は、事業団が行うことで市民の国際化、在熊外国人との交流促進等
に最大の効果が得られることを理由とするものであり、随意契約を行ったことに問題はない
と考える。
　また、業務の遂行に当たっては、スタッフの高い専門性とこれまでの経験や実績から確実
に実施した。

　総　評

　職員の年齢構造から毎年500万円の事業費支出増があった。今後も事業費増の傾向は変わら
ず、財務・組織体制改革が必要である。公益事業を行う外郭団体として、人件費分の財源の
確保を確実にした上で、事業を実施できる体制を構築することが重要である。
　事業を展開する中で、特に日本語事業などは、多くのボランティアの協力により、効果的
に事業の地域展開が実施できた。また、フェアトレードlink café、レンタサイクル事業など
収益につながる事業の構築はできたが、地震の影響も含め、収益が不安定な状況もあり、再
検討が必要である。

平成２６年度
取組状況

・本年度が新たな指定期間の始まりであるため、今後の4年間の具体的な取り組み内容を検討
し、会館1Fのフェアトレードlink caféのオープンにあわせ、会議室・ホール利用者へのコー
ヒー等飲み物のデリバリーサービスを開始した。
・新たにSNSを活用した情報提供・周知を開始した。
・給与水準の適正化に伴う取り組みとして、住居手当の廃止、夏季休暇の見直しを行った。

平成２８年度
取組状況

・熊本地震の影響はあったものの、いち早く再開できたことから例年並みの利用者を確保す
ることができた。
・カフェについては、地震の影響で外販の減少等や商品の仕入れが困難となったことから収
入減となったが、嘱託職員を1名減らし臨時職員を増やすなど、効率的な人員配置を行った。
・基本財産をより運用効果が見込める債権に買い替えたことにより、これまで以上の運用益
があがり、その運用益を職員の退職給付引当金の一部に充当することができた。

・確実な利用料金収入の確保と新たな収入源となるビジネスモデルの構築で健全な財務への
改善に心がける。
・組織のスリム化がなされており、外部の民間組織、市民ボランティアとの協働によって事
業が効果的に行える組織体制を整える。

財務・組織体制の
改善

平成２７年度
取組状況

・フェアトレードlink caféにおけるフェアトレードコーヒー、チョコレート等の外販等に力
を入れた。
・基本財産の運用見直しを行い、保有している債券売却により、11,046,000円の売却益を
得、より条件のよい債権を購入した。
・会議室利用者の利用形態に合わせた事前準備サービスの実施により、利用者を増やし、利
用料金の収益アップにつなげた。
・経理・財務業務へ1名職員を採用した（平成28年4月採用）。

・各会議室で使用できる機材及び設備の充実を図ったことにより、利用者が増え、収益を
アップすることができた。
・カフェにおいては、メニューの開発やお手軽なランチメニューの提供により、新たな顧客
層を取り込むことができ、収入増につながった。
・無期の嘱託職員を3名雇用し、より安定して業務を遂行できる体制を整えた。

平成２９年度
取組状況

平成３０年度
取組状況

・利用料金については、会議室の附属設備を充実させ、利用者アンケートを行い、利用者の
声をサービスに反映させることで、利用者の増加を図ったが、夜間の利用者の減少により利
用料金の増収にはつながらなかった。
・事業については、人気のある講座の増加、体験受講の導入、広報の工夫等により、受講者
が増加し予算額を上回る収入になった。一方、フェアトレードカフェの収入は減収となっ
た。
・業務委託料の中に必要な人件費を計上し、嘱託職員を雇用した。



65.0%

115,000人

24,309人

6,965件

70,002千円94,922千円

　総　評

　各種報告、情報の開示を随時行い、必要な規程、要綱の改定を実情及び社会状況に合わせ
実施することができた。
　情報公開に当たっては、情報公開規程、個人情報保護規程、特定個人情報保護規程を整備
し、情報のセキュリティについても、職員のアクセスに段階的に制限を設けるなど容易なア
クセスができないよう措置を行った。

平成２９年度
取組状況

・SNS、ホームページを活用した情報提供を積極的に行った。
・財務諸表、事業報告等の情報公開をホームページ、アニュアルレポートにて行った。

6,379人

平成２７年度
取組状況

・SNS、ホームページを活用した情報提供を積極的に行った。
・財務諸表、事業報告等の情報公開をホームページにて行った。
・アニュアルレポート（財務内容を盛り込んだ年次事業報告書）を発行した。

⑥自主財源の確保
（指定管理料を除く）

65,952千円 69,821千円 73,971千円 75,501千円 93,336千円

6,938件

⑤ボランティア活動者の
延べ人数

5,318人 6,111人 5,724人 4,596人 5,947人 5,653人

④相談等受付件数 6,204件 5,074人 5,835件 5,872件 6,177件

102,523人

③事業参加者数 30,632人 27,438人 24,097人 22,459人

57.1%

成果指標

22,150人 28,376人

②国際交流サポートセン
ターの利用者数

108,336人 99,222人 100,292人 92,467人 99,931人

①会館稼働率 56,7% 59.2% 55.8% 60.4% 63.4%

平成29年度
（実績）

平成２８年度
取組状況

・SNS、ホームページを活用した情報提供を積極的に行った。
・財務諸表、事業報告等の情報公開をホームページにて行った。
・アニュアルレポート（財務内容を盛り込んだ年次事業報告書）を発行した。

平成30年度
（実績）

平成30年度
（目標）

平成２６年度
取組状況

・財務諸表をはじめ事業計画、事業報告など事業団情報を事業団ホームページに公開した。
・各事業の実施結果・報告までを速やかにホームページ上に掲載し、当日参加できなかった
人への情報提供に努めた。
・コンプライアンス徹底のため、特に個人情報保護の職員研修を実施した。

平成25年度
（実績）

平成26年度
（実績）

平成27年度
（実績）

平成28年度
（実績）

透明性の確保

平成３０年度
取組状況

・SNS、ホームページ等を活用した積極的な情報提供を行った。
・継続して、財務諸表、事業報告等の情報公開を行った。
・会館運営及び事業実施に当たり、市民の公平性を確保した。

・理事・評議員に関しては、国際、文化、経済、教育等多方面よりバランスよく選任した民
間人を登用し、今後も、時代や社会の課題に即した人材等を積極的に登用していく。
・情報公開等規程を整備し、事業報告、財務諸表等速やかにホームページにて公開する。
・情報セキュリティに関しては、段階的なアクセス制限を設け、容易にアクセスできないよ
う措置を講じる。
・定款及び規程に沿ったコンプライアンスを確実に実践する。



　事業の件数も増加させたが、アンケートやニーズ調査を活用し事業参加者を
集めることができた。また、関連団体や外国人コミュニティ等と連携した事業
展開も参加者数の増加につながったものであり、日頃の連携の成果と考える。
　今後は、国際交流団体や外国人コミュニティ等の横のつながりを構築するた
めの事業展開やアドバイス等にも力を入れていく必要がある。

　目標を概ね達成できたのは、相談ニーズに合わせ、相談員の研修等を行い、
複雑な相談や多言語での相談など、一つ一つ丁寧に応じ、また、専門機関へつ
なぐ場合でも言語のサポートやスタッフが問題解決まで対応するなど配慮した
成果といえる。
　今後は、更に相談内容の傾向を分析し、対策をとることが必要と考える。

　ボランティア活動者数は、地震の後減少したが、少しずつ復興していく中で
徐々に増加している。更に、ニーズにあった人材育成にも繋がるようなボラン
ティア活動の提案、協働での活動を創造していきたい。

　数字上達成できたのは、自主財源の中の助成事業の収益が大きかったもので
あり、支出も連動し増加している。しかし、助成事業の多くは人件費の計上が
ないことが多く、収支で見ればマイナスとなる。事業の財源としては、職員の
経験と創意工夫によって確保できたが、収益事業を展開し、新たな自主財源を
確保することは、指定事業だけでも手一杯な中で困難な状況である。

⑥自主財源の確保
（指定管理料を除く）

達成

⑤ボランティア活動者の
延べ人数

概ね達成

④相談等受付件数 概ね達成

③事業参加者数 達成

②国際交流サポートセン
ターの利用者数

未達成

成果指標 評　価

①会館稼働率 概ね達成

　熊本地震後の一時的な稼働率増加から平成30年度は減少した。地震関連で使
用していた利用者が減少したことと、他施設が地震から修理を終え再開したこ
とが原因であると考える。しかし、全体的に見て、利用の多い昼間の稼働率
は、ほぼ100%の時もあり、これ以上の増加を見込むのは難しく、市と協議しな
がら今後の取組を検討したい。

　利用者数について、地震後の状況からは復活してきたものの、目標値には届
かなかった。会館の稼働率に影響される部分はあるが、サポートセンターを活
用した自主事業等の実施など工夫を行ってきた。
　今後は、サポートセンター機能に加え、インフォメーションセンターの充実
が必要と考える。


